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            社会福祉法人熊本市手をつなぐ育成会  

 役員等に対する費用弁償規程  

 

 （趣  旨）  

 第１条  この規程は、社会福祉法人熊本市手をつなぐ育成会の役員（以下「役員 等」と

     いう。）に対する費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。  

 

 （定  義）  

 第２条  この規程において役員等とは、法人理事、監事、評議員、評議員選任・解任委  

員をいう。  

 

 （日当及び手当）  

 第３条  役員が会長の要請により法人の業務を行った場合は日当及び手当を支給する。

    (1) 役員には、１日２，０００円。  

    (2) 監事の監査会（事業・会計監査）は１０，０００円。  

    (3) 会長の役員手当は月７０，０００円。  

(4) 常務理事の役員手当は無報酬とする。  

(5) 非常勤の理事、監事は無報酬とする。  

    

 （費用弁償）  

 第４条  役員等が、法人及び各施設の業務を行うため旅行したときは、費用を弁償する。

   ２  交通費の額は、熊本市内の車賃は１，５００円とし、その他鉄道賃及び航空  

    賃は実費とする。  

   ３  宿泊料については、職員の旅費規程を適用する。但し、公的機関により斡旋  

    された場所に宿泊した場合において、旅費規程の額をこえるときはその実費と  

    する。  

 

 （旅行命令）  

 第５条  役員の旅行は、旅行命令によるほか、会長の発する会議召集通知によること  

    ができる  

 

 （職員である者の特例）  

 第６条  役員でかつ社会福祉法人熊本市手をつなぐ育成会職員である者に対しては、  

    この規程は適用しない。  

 

  附   則  

  この規程は、昭和５９年  ４月  １日より施行する。  

  この規程は、平成  ３年  ７月  １日  改正施行する。  

  この規程は  平成  ８年  ４月  １日  改正施行する。  
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  この規程は  平成１４年１２月  ５日  改正施行する。  

  この規程は  平成１８年  ４月  １日  改正施行する。  

  この規程は  平成２２年  ４月  １日  改正施行する。  

  この規程は  平成２３年  ９月  １日  改正施行する。  

  この規程は、平成２５年１０月  １日  改正施行する。  

  この規程は、平成２６年  ４月  １日  改正施行する。  

  この規程は、平成２８年  １月  １日  改正施行する。  

  この規程は、平成２９年  ２月２４日  改正施行する。  

  この規程は、平成２９年  ４月  １日  改正施行する。  

  この規程は、令和元年   ６月１４日  改正施行する。  

 


